
　下水道事業の経営基盤の強化と公費負担の適正化を図るため、下水道使用料が変わりま

す。新使用料は 10 月使用分から適用されます。

　これからも、下水道事業の合理化、下水道財政の健全化に努めてまいりますので、ご理

解をお願いします。
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10 月 1 日から

下水道使用料が変わります

【計算例】2か月で 36㎥使用した場合

・基本使用料　　　　　　　   
    

                                  +
・従量使用料

                                  +
・消費税 10％

　本来、下水道事業は下水道を使用している人の使用料でまかなうことが原則です。し

かし、現状は、その使用料だけで賄うことができず、一般会計からの繰入金などにより

補てん（税金で負担）しています。このため下水道を使用している人としていない人と

の負担の公平性を考え、使用料の見直しを行います。

　また、見直しにあたっては、水の使用量が多い人に応分の負担をお願い

することとし、2か月あたり 100㎥を超える区分から見直しました。

　料金早見表などは、町ホームページをご覧ください。
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１０月１日から下水道使用料が変わります


